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原子力人材育成研修事業 仕様書 

 
１ 業務の目的 

   県内企業の社員および学生等を対象として、原子力発電施設の保守点検業務および廃止措

置業務等に必要となる知識の修得または技術の向上に関する研修を実施することにより、県

内企業の原子力関連業務への参入と受注拡大、および原子力系学部への進学や県内企業への

就職意欲を高めることを目的とする。 
 
２ 業務期間 

   契約締結日（令和８年５月上旬目途）から令和９年３月３１日（水）まで 
 

３ 委託上限額 

   ７７，８７６千円以内（消費税込み）とする。 
    ※この委託上限額は、設備備品整備がない場合のものである。業務の実施に当たり、設

備備品の購入が必要な場合は、県において購入する。この場合、委託上限額は当該設

備備品購入に関する費用分を差し引いた額とする。 
 
４ 研修対象者 

   新たに原子力関連業務への参入を希望する県内企業や、既に原子力関連業務に参入してい

るが、さらに技術力を向上し受注拡大を目指す県内企業の社員および学生等を対象とする。 
 
５ 研修実施場所 

   原則として県内の施設にて行う。なお、実技を伴う研修については、研修の実施に支障が

ない施設を活用すること。 
    
６ 研修受講料 

   テキスト代も含め、無料とする。 
 
７ 業務内容 

   本業務の目的に沿って、研修事業の企画・運営として、以下の業務を行うものとする。 
   また業務実施にあたっては、部分的なオンライン研修の実施などを検討すること。 
 
（１）研修事業の広報 
    ・研修実施を周知するためのポスター等を作成し、県内施設に広く掲示する。 
    ・研修カリキュラムと研修内容を分かりやすくまとめた冊子等を作成し、受講を希望す

る県内企業に配布する。 
  
（２）研修の実施 
   ①一般研修 

（対象）主として原子力関連業務への参入を希望する企業の社員および学生等 
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（内容）放射線取扱等の原子力全般に関する基礎知識および原子力施設の代表的設備の保

守点検作業等に関する基礎知識等を習得するための研修 
    なお、福島第一原子力発電所事故から得られた教訓を踏まえた内容を盛り込むよ

う配慮すること。 
    県内学生の原子力関連企業への就職意欲または原子力系学部への進学意欲を高

めることを目的とした学生向けコースの企画・開催。 
（業務）研修内容の企画、研修生の募集、講師との調整、テキストの調達、会場借上、運

営管理など一般研修を実施するために必要な業務 
 

②専門研修 
（対象）一般研修を通して基礎的な知識・技術力を養った県内企業ならびに原子力関連業

務に参入済みで技術力の向上を目指す県内企業の社員 
（内容）原子力関連業務に必要な実践的な知識および技能を習得するための研修 
    なお、福島第一原子力発電所事故から得られた教訓を踏まえた内容を盛り込むよ

う配慮すること。 
（業務）研修内容の企画、研修生の募集、講師との調整、テキストの調達、会場借上、運

営管理など専門研修を実施するために必要な業務 
 

③情報交換会 
（対象）研修を受講した県内企業の経営者、管理者等 
（内容）参入のために必要となる条件や技術等を把握するため、県内原子力施設のメン

テナンス会社との面談方式等による情報交換会を開催する。 
（業務）内容の企画、参加企業の募集、メンテナンス会社との調整、会場借上、運営管

理など情報交換会を実施するために必要となる業務 
 

（３）アンケートの実施 
      研修受講者に対し、研修内容等についてのアンケートを実施する。また、一般研修

および専門研修のカリキュラム終了後、研修受講企業に対し、今後の研修に対する意

見（今後の研修ニーズなど）や業務受注状況などについてのアンケートを実施する。 
 
 （４）報告書の作成 
      全ての研修終了後、その実施内容・結果および（３）のアンケート集計結果を報告

書として取りまとめ、県へ提出すること。 
 
８ 再委託の制限 

 （１）受託事業者は、受託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に

委託し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ県の書面による承認を得

た場合は、この限りではない。 
（２）前項において、受託事業者は、再委託の承認を求める場合は、再委託先、再委託の理由、

再委託する業務の内容、再委託に係る契約予定金額および再委託の契約期間を記載した「再
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委託承認申請書」を提出しなければならない。 
（３）受託事業者は、県に対して再委託先の行為について全責任を負うものとする。 

 
９ その他の留意事項 

 （１）本業務は、国の補助金を活用して実施するため、会計検査院の会計実地検査の対象とな

る。そのため、他に行っている事業と明確に区分した経理処理等を行うこと。 
 （２）受託事業者は、県が求める場合にあっては、業務に関する会計、関係帳簿の写しを県に

提出することとする。 
 （３）受託事業者は、本業務により実施する研修受講料やテキスト代を有料にしてはならない。 


